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判定マ－55

（３）変状項目
2)のり面のハラミ・盤ぶくれ

項目／程度 小 中 大

ハラミ・
盤ぶくれ

10cm未満又は

1宅地ごとの
のり面等面積
に対し10%未満

10～30cm未満又は
1宅地ごとの
のり面等面積
に対し10～50％

30㎝以上又は

1宅地ごとの
のり面等に対し50%
以上

３ ４ ５
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101
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判定マ−5６
(3) 変状項目

3)ガリー浸食
判定マ－56
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４ 3のり面・自然斜面の被災状況図の記入例
手引き－8
手引き－30
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要避難

111

手引き－27

４ のり面・自然斜面の基礎的条件

112

手引き－31
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手引き－7

113

■のり高
のり面高さの記入（既存資料や実測による）

→ 不可能な場合は目測による

■のり面勾配
既存資料又は現地測定により、のり面勾配を記入する。

■のり長さ
のり面の長さを記入する

■オーバーハング
自然斜面の場合、オーバーハングの有無をチェックする。

４ のり面・自然斜面の基礎的条件
手引き－7

手引き-31

114

４ のり面・自然斜面の変状形態と変状点

手引き−３１
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手引き-31

115

４ のり面・自然斜面被害の判定

手引き−３１

要避難

116
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手引き－5

５ 複合被害の場合

117

 擁壁・宅地地盤、擁壁・のり面等の複合被害がある場合は、(様式－1)と

(様式－2) の両方の帳票を用いて判定を行う。

 ただし、(様式－1)と(様式－2)のうち共通する部分（例えば「被災状況図

」など）と擁壁の危険度判定については(様式－1)に記入し、のり面の危

険度判定については、(様式－2)に記入するものとする。

手引き－５

手引き－4

図-1 大規模盛土造成地で発生する滑動崩落

(a)谷埋め型大規模盛土
(b)腹付け型大規模盛土

５ 大規模盛土滑動崩落

118

手引き−４

宅地地盤全体に被害が及んでいる場合は、地滑りや地盤の側方流動などが考えら
れる。このような場合は、調査票に被害が分かる代表断面図等記録し、状況に応じて
地滑り、地盤工学等の専門家に支援を受けるべく、災害対策本部に報告する。
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５ 宅地地盤全体の被害
手引き－11

(a)のり尻の隆起の事例 (b)のり肩の亀裂の事例

(c)腹付け盛土の崩壊の事例 (d)液状化による側方流動の事例 119
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